
Hyogo Prefecture

兵庫県⽡⼯事業協同組合と「災害時における被災住宅の応急修理に関する協定」を締結

４ 協定の主な内容

１ 趣旨
近年、激甚化・頻発化する災害への対応をより迅速に⾏うため、災害救助法に基づき市町が実施する応急

修理について、以下の団体と協定を締結。
２ 相⼿⽅

設 ⽴：昭和２５年２⽉２８⽇
理事⻑：光岡 勝利（みつおか かつとし）
所在地：神⼾市中央区東町１１６−２
加盟業者：６１者

・平 時：兵庫県⽡事業協同組合は、毎年、県に会員名簿を提供。
・発災時：県からの要請を受け、組合は応急修理に協⼒。（修理業者の確保・情報提供・技術⽀援）

兵庫県⽡⼯事業協同組合

※ 応急修理：被災住宅にブルーシートでの緊急的な応急対応等を実施。

※ 阪神・淡路⼤震災時にも復旧に尽⼒。
県域規模での被災時には、全国組織（全⽇本⽡⼯事業連盟：
４２団体、１，９６９者）からの応援も期待。

３ 協定締結式
・⽇ 時：令和８年２⽉５⽇（⽊）１０時〜
・場 所：兵庫県庁２号館５階会議室
・出席者：全⽇本⽡⼯事業連盟 理事⻑ 神⾕ 泰光

兵庫県⽡⼯事業協同組合 理事⻑ 光岡 勝利
兵庫県まちづくり部⻑ 松浦 純

【応急修理のフロー】
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